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管理者が不在の時は？ 
副安全運転管理者または

安全運転管理者の業務を補
助する者に、酒気帯びの有
無の確認を行わせましょう。 

補助者は管理者の指示を
仰げるようにしておいましょ
う。 

使用するアルコール検知器 
呼気中のアルコールを検知し、その
有無又は濃度を警告音、警告灯、数
値等により示す機能を有する検知
器 

この事故から得られる教訓  

横断歩道は歩行者優先です。 

●横断歩道付近に歩行者がいる場合は必ず徐行

し、一時停止しましょう。 

●夕暮れの時間帯は、歩行者を早めに発見できるようにハ

イビームを活用し、事故防止に努めましょう。 
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交通安全テスト 

問 お酒を飲んでいる友人の車に同乗
したが、私はお酒を飲んでいないの
で何の責任もない。 

 ○か×で答えてください ⇒解答は左上にあります。 

 

再 確 認 

12 月のおすすめ 

ライト点灯時刻 
 

薄暮 

早めのライト! 

CASE STUDY 

夕暮れ時の交通事故 よくあるパターン 

管内交通事故発生状況（人身事故）（11 月 20 日現在） 

発生件数  ３４件 （－２件） 

死 者 数    ０名  （－１名） 

負傷者数  ４１名 （±０名） ( )は昨年比 

数秒後 
事故が発生します 

アルコール検知器が されます
本年 12月 1 日から、安全運転管理者の業務に、下記の業務が加わります（下線部分）。 

① 運転の前後の運転者に対し、目視等により酒気帯びの有無の確認をする
ほか、アルコール検知器を使用して確認をおこなうこと 

② 確認の記録を 1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること 

おねがい 

事業所独自の取り組みがありましたら、是非、事務局まで
お知らせ下さい！TEL 025-757-6055  FAX 025-757-6385 

 

 

安全運転実践運動

 

当部会で ☑
を作成しましたので、ご活用ください！（12月中旬にお届けします）

「1 年間保存する記録」とは？ 

運転前後に酒気帯び確認を行い、以下の事項を記録しましょう。 

⑴ 確認者名 ⑵ 運転者 

⑶ 運転者の業務に係る自動車のナンバー又は識別できる番号等 

⑷ 確認の日時 ⑸ 確認方法（対面でない場合は具体的方法） 

⑹ 酒気帯びの有無 ⑺ 指示事項 

⑻ その他必要な事項  

直行直帰などで、対面確認できない時は？ 

対面が原則ですが、運転者に携帯型アルコール検知器

を携行させた上で、携帯電話・業務無線やカメラ・モニタ

ー等により、運転者と直接対話することによって、応答

の声の調子、運転者の顔色等とともに、アルコール検知

器による測定結果を確認しましょう。 

なお、メールに写真を添付しただけ、文字のみのやり
取り等は、対面確認に準ずる方法とは認められません。 

冬
『 冬道は 心の余裕と 車間距離 』 

① 横断歩行者等の交通事故防止 

～渡るよサインの活用～ 

② 飲酒運転の根絶 

③ 冬道の安全走行 ★冬用タイヤの準備はお済みでしょうか？ 

 12/11㈪ 
～12/20㈬ 

 

街頭広報 11/1（水）▼ 

車が来てるけ
ど、気付いて
止まってくれ
るよね。 
渡っちゃお 

誰も渡らないでしょ  
ロービームでも 
十分見えるはず 

。 
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